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令和３年度橋本市社会福祉功労者表彰式 

橋本市長表彰 

 有本 忠史 （民生委員児童委員協議会） 

 石井 紀義 （区長連合会） 

 石井 雁男 （区長連合会） 

 中西 健  （社会福祉協議会） 

 大原 一志 （社会福祉協議会） 

 

橋本市社会福祉協議会長表彰 

 岡本 純夫 （民生委員児童委員協議会） 

 池田 和夫 （民生委員児童委員協議会） 

 下浦 啓一 （民生委員児童委員協議会） 

 藤野 勇一 （民生委員児童委員協議会） 

 阪口 豊  （民生委員児童委員協議会） 

 中川 艶子 （民生委員児童委員協議会） 

 阪本 京子 （母子寡婦福祉連合会） 

 伊藤 千代子（身体障害者連盟） 

 梅川 昌邦 （身体障害者連盟） 

 三浦 喜治 （遺族連合会） 

  

 

河合 マチ子（遺族連合会） 

西本 伊津子（障害児者父母の会） 

 ベローズフェロー 

（ボランティアサークル連絡協議会） 

 安田 章伍 （人権啓発推進委員会） 

 井上 百合子（人権啓発推進委員会） 

 辻  法子 

（伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務

組合老人ホーム 国城寮） 

 山口 早苗 

（伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務

組合老人ホーム 国城寮） 

 森下 幾生 （社会福祉法人 紀之川寮） 

 貞包 京子 （社会福祉法人 紀之川寮） 

 氏岡 久美 （社会福祉法人 ゆたか会） 

 溝上 あゆみ（社会福祉法人 ゆたか会） 

 木下 義博 （社会福祉法人 光誠会） 

 父川 真季 （社会福祉法人 光誠会） 

 

１月２４日（月）橋本市保健福祉センターで『橋

本市社会福祉功労者表彰式』を開催しました。 

多年に亘り社会福祉事業に従事され、優れた功績

のあった方々並びに福祉団体の役員・ボランティア

活動を続けられた団体及び施設の職員として勤務さ

れ、他の模範となり多大な功績があった方々に、表

彰状並びに記念品が贈られました。 

受賞者のみなさんおめでとうございます。受賞さ

れた方々は次のとおりです。 

（ ）内は推薦団体及び施設名。順不同敬称略。 
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お米 パン 
１世帯約３㎏ 

 （精米済み） 

無料提供します 
橋本市在住の方で食料を必要としている方、先着 100 世帯に無料で提供します。 

食品 

日 時 令和４年  月  日（土）１０:００～１１:３０ 

場   所   橋本市保健福祉センター２階 会議室４ 

事前申込みとなります。 

令和 4年 4月 4日（月）～４月 7日（木）9:00

～17:00、市社会福祉協議会へ電話または、直接、

市社会福祉協議会窓口で予約してください。なお、

当日都合の悪い方、取りに来ることが困難な方には

別途対応しますので、お気軽に申込みください。 

●お申し込み・問い合わせ先 

橋本市社会福祉協議会 

電話０７３６-３３-０２９４ 
（業務時間：平日８:30～17:15） 

（橋本市東家１丁目３番１号） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため消毒液の設置等感染予防に努めて 
おります。ご来場時は、マスクの着用をお願いします。 

令和４年度は、7 月・10 月・12 月にも 

開催予定しています。 

新型コロナウイルスの影響等で、経済的影響を受けている方を「食」で応援！ 

 

食料品の寄付を募っています。 
〇穀類（お米、麺類、小麦粉等） 

〇保存食品（缶詰、瓶詰等） 

〇インスタント食品、レトルト食品 

〇調味料、食用油 

〇乾物（海苔、ふりかけ、お茶漬け等） 

〇お菓子類（クッキー、せんべい等） 

〇飲料（ジュース、お茶等） 

〇粉ミルク、ベビーフード 

〇日持ちする野菜・果物 

※次のことにご注意ください。 

 常温保存でき、賞味期限が 1か月以上あっ

て、未開封であるもの。お米は収穫から 2年

以内のもの。 

◎お問い合わせは、市社会福祉協議会へお

願いします。 

◎こども食堂へも寄付させていただきます。 

 

４ ９ 
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◎心配ごと相談 
日常生活の悩みごとや心配ごと。 

４月１日（金）４日（月）１８日（月） 

13:00～16:00 

◎まちの法律家なんでも相談 
相続・遺言・成年後見制度など。 

４月２１日（木）13:00～16:00 

 ※要予約（先着 4 名まで） 

◎暮らしの安全・防災のご相談 
４月７日（木）13:00～16:00 

 
※相談場所は何れも橋本市保健福祉センター（心配ごと相談

は金曜日のみ高野口地区公民館）。 
※相談に関するお問い合わせ先は、市社会福祉協議会  
電話:３３-０２９４ 
 

コロナウイルスの感染拡大防止のため相談事業を中止する場合があ

ります。予めご了承ください。 

 

社協の相談事業 

 
 社協ホームページ 

橋本市社協 社会福祉法人 橋本市社会福祉協議会 

善意のお気持ち 

【一般寄付】                       
・片山佳子 様（東家）     ３０，０００円 
・匿名          商品券１７，０００円 
【寄贈品】                        
・匿名             紙おむつ 
【使用済み切手・ハガキをいただきました】（敬称略）     

宮田憲和/木全満知子/下神智子/岩城雄三/栄迫さん/ 
前田勉/ 
和歌山県立橋本高等学校/和歌山県立古佐田丘中学校/
橋本市役所/六地学園/訪問介護ステーション千樹木/ 
紀見北地区民生委員児童委員協議会/ 
紀和産業協業組合/ホシザキ京阪㈱橋本営業所/ 
橋本市障害児者父母の会/悠久の杜保護者会/ 
恋野区１１班サロンびわのこ/ 
㈱リビングセンター長野/ 

市社会福祉協議会では、市民のみなさまからの「地域の
ために使ってほしい」という思いのこもった金銭や物品等
をお預かりして、地域福祉のために大切に使っています。  
みなさまのあたたかい善意をお待ちしています。 

あんしんカプセル

は、自宅で急に体調が

悪くなるなど、救急搬

送時に必要な「持病」

「医療情報」「緊急時連

絡先」などの情報を記

したカードをカプセル

に入れ冷蔵庫に保管、

救急隊員から医師に必

要な情報を伝え、迅速

な治療に役立てます。 

「いざという時」に、あ

なたの大切な人へあなたの

「想い」（思い）を伝えま

す。「もしもの時」に役立

つよう、自分の大切な情報

を記録しておきましょう。

内容は、私のプロフィール

（預貯金・保険・年金

等）、病気（告知・延命治

療）、介護が必要になった

時、葬儀、お墓等です。 

もしもの時のお助けアイテム無料配付しています 
 

何れも、市社会福祉協議会の窓口で配布いたします。 

●救急医療情報キット「あんしんカプセル」 

 

●私の想いノート「エンディングノート」 

ペットボトル

（500ml）程

度の大きさで

す。 

お一人様につ

き 1セット（カ

プセル、情報

カード等）。 

B5版 52ページ。 

お一人様一冊。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業および減収等により生活資金（家賃・食費・光熱費
等）でお悩みの方々に向けた、生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金（生活支援費））の特例貸付を
実施しています。 
なお、受付期間が延長され６月末日までとなっています。 

 
◎令和 2年 10月 1日以降、一部取扱いが変更となりました。 
 ① 総合支援資金の借入申込にあたって、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業の利用が必須

となりました。 
② 新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことを証する書類の提出を求める場合があります。 

 
■詳細については、市社会福祉協議会までお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。 
相談を希望される方は、事前にご連絡ください。電話：３３-０２９４ 
 

新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付のご案内 


